介護支援専門員向け資料
介護保険における福祉用具について




介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としている。

【給付制度の概要】
1  貸与の原則
利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としている。
2  販売種目（原則同一年度内10万円を限度）
貸与になじまない性質のもの（他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの）は、福祉用具の購入費を保険給付の対象としている。
3  現に要した費用
福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付における公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付する仕組みとしている。

【対象種目（厚生労働大臣告示より。）】
◆福祉用具貸与　＜原則＞
・車いす（付属品含む。）　・特殊寝台（付属品含む。）　・床ずれ防止用具　・体位変換器
・手すり　　　　　　　　 ・歩行器・スロープ　　　　 ・歩行補助つえ　　・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト（つり具の部分を除く。）　　　　　　　 ・自動排泄処理装置

◆福祉用具販売　＜例外＞
・腰掛便座　　・簡易浴槽　　・移動用リフトのつり具の部分　　・自動排泄処理装置の交換可能部
・入浴補助用具（入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト）

【福祉用具貸与の価格の上限】
平成30年10月より、福祉用具貸与については、商品ごとの全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限（以下、「上限価格」という。）を設けており、設定された上限価格については、施行後の実態も踏まえつつ、おおむね１年に１度の頻度で見直しを行うこと、新商品についても３ヶ月に１度の頻度で全国平均貸与価格の公表や上限価格を設けることとしている。福祉用具専門員に対しては、全国平均貸与価格や複数の商品を利用者に掲示することを義務付けられている。また、各サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前にサービス計画書を作成し、利用者又は家族に説明及び交付し、同意を得ることとされている。



居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給について

１．福祉用具の支給
要介護・要支援被保険者（以下「要介護被保険者等」という。）が、厚生労働大臣が定める種類の福祉用具（以下「福祉用具」という。）を購入した際は、当該要介護被保険者等に対し、居宅介護（介護予防）福祉用具購入費を支給するものです。

２．支給要件・限度額
福祉用具を購入した場合、その費用の自己負担額１割※を除く額を福祉用具購入費として支給します。ただし、福祉用具購入費の限度額は、年度ごとに10万円 （自己負担額を含む。）までの支給で、次の条件を全て満たしている場合に限ります。
[bookmark: _Hlk197949726]（１）要介護又は要支援認定を受けている被保険者であること。
（２）介護保険の給付制限を受けていないこと。
（３）認定有効期間内の購入であること。
（４）厚生労働大臣指定の福祉用具の種類であること。
（５）都道府県知事の指定を受けた業者が販売する福祉用具であること。
（６）要介護被保険者等が在宅で生活していること。
（７）原則として同じ年度内に同じ種目の福祉用具を購入していないこと。
※一定以上の所得のある人は２～３割となります。

3． 支給の対象となる用具
[bookmark: _Hlk197949771]腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、スロープ、歩行器、歩行補助つえ

4． 支給方法
福祉用具購入費の支給申請は「償還払い」、「受領委任払い」のいずれかの制度を選択して利用できます。
	制度名
	内容

	償還払い
	福祉用具購入後、利用者は費用の全額を事業者に支払い、その後、１割※を除く保険給付分を町から利用者に支給します。

	受領委任払い
	福祉用具購入後、利用者は１割※のみを事業者に支払い、その後、保険給付分を町から事業者に支払います。ただし、「世羅町介護保険福祉用具受領委任取扱事業者」として町に登録されている事業者のみ適用されます。


※一定以上の所得がある人は２～３割負担となります。

5． 支給申請・手順
支給決定
届出提出
審　査
事業者決定

決定
購　入



〈　償還払い制度を利用する場合　〉
1 利用者が担当のケアマネジャー等に相談


2 事業者の決定及び、福祉用具購入



ケアマネジャー等と協議しながら適切な福祉用具について説明を行います。

3 利用者から事業者へ福祉用具購入費の支払


4 ケアマネジャー等が福祉課へ支給申請書を提出

　　

　以下の書類が必要です。
[bookmark: _Hlk166232477]（１）介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書
　　※「購入日」については、原則、利用者宅へ用具を搬入した日を記載し、領収日も同日とすること。
　　　ただし、口座引落等により購入日と領収日が異なる場合は、領収書へ“●月●日購入分”と記載すること。（別紙１参照）
※スロープについては設置場所を、歩行器、歩行補助つえについては使用場所を「福祉用具が必要な理由」へ記載すること。
（２）購入した福祉用具がわかる書類（商品のカタログや説明書等で、用具の値段、サイズが明記されているもの）
（３）領収書（申請時には原本を添付してください。必要であれば確認後返却します。）
5 福祉用具購入費の支給



[bookmark: _Hlk166222369][bookmark: _Hlk197951497]申請書を受付後、内容を審査し、適当と認めたものについて、おおよそ申請受理月の翌月に保険給付分である対象費用の自己負担分を除く支給額を決定し、利用者の指定口座に振り込みます。振込当日には「福祉用具購入費支給決定通知書」を送付します。
申請書類に不備があった場合や、内容に関する確認のために通常以上に時間を要した場合は、通知や支払が遅れることがあります。


<　受領委任払い制度を利用する場合　> 
1 利用者が担当のケアマネジャー等に相談



2 事業者の決定及び、福祉用具購入


[bookmark: _Hlk197951644]受領委任払いの対象となる事業者は、世羅町介護保険福祉用具受領委任取扱事業者として町に登録されている事業者に限ります。
ケアマネジャー等と協議しながら適切な福祉用具について説明を行います。
受領委任払いを利用する場合、事業者と利用者間で合意が必要となります。
3 利用者から事業者へ福祉用具購入費用における自己負担分の支払



事業者は、福祉用具購入費用に１割※を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）を利用者負担額として利用者から受領します。領収金額及び領収書の記載については、別紙１「領収書発行に係る留意事項」をご覧ください。
※一定以上の所得がある人は２～３割となります。

　　4 ケアマネジャー等が福祉課へ支給申請書を提出


　以下の書類が必要です。
（１）介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書
※「購入日」については、原則、利用者宅へ用具を搬入した日を記載し、領収日も同日とすること。
　　　ただし、口座引落等により購入日と領収日が異なる場合は、領収書へ“●月●日購入分”と記載すること。（別紙１参照）
※スロープについては設置場所を、歩行器、歩行補助つえについては使用場所を「福祉用具が必要な理由」へ記載すること。
（２）委任状兼居宅介護（介護予防）福祉用具購入費振込依頼書〈受領委任払い用〉
（３）購入した福祉用具がわかる書類（商品のカタログや説明書等で、用具の値段、サイズが明記されているもの）
（４）領収書（申請時には原本を添付してください。必要であれば確認後返却します。）
5 福祉用具購入費の支給



[bookmark: _Hlk197952198]申請書を受付後、内容を審査し、適当と認めたものについて、おおよそ申請受理月の翌月に保険給付分である対象費用の自己負担分を除く支給額を決定し、事業者の指定口座に振り込みます。振込当日には「福祉用具購入費支給決定通知書〔受領委任〕」を送付します。
受領委任払いの要件の確認が必要な場合、申請書類に不備があった場合及び内容に関する確認のために通常以上に時間を要した場合等は、通知や支払が遅れることがあります。

６．お問合せ先及び申請先
世羅町世羅保健福祉センター内
福祉課　高齢者地域包括支援係
　　電話：（０８４７）２５－００７２　FAX：（０８４７）２５－００７０

別紙１
領収書発行に係る留意事項
（1） 福祉用具購入費の利用者負担額について
　【利用者負担額の算出に当たっての留意事項】
・１円未満の端数は切り上げます。
・福祉用具購入費用の額が支給限度基準額（10万円）を上回る場合は、支給限度基準額内の費用に１割※を乗じた額及び基準額を超えた部分の金額を利用者負担額として支払います。
※一定以上の所得がある人は２～３割負担となります。
（例１）福祉用具購入費用の額が97,567円で、自己負担額が１割の場合
利用者負担額 ＝ 97,567円 × 1／10 ＝ 9,756.7円
≒ 9,757円【１円未満の端数切り上げ】

福祉用具購入費支給申請用領収書額面　9,757円





（例２）福祉用具購入費用の額が123,445円で、自己負担額が１割の場合
支給限度基準額内の福祉用具購入費用の額　＝123,445円＞100,000円
＝100,000円
利用者負担額　100,000円×1／10＝10,000円・・・①
（福祉用具購入費支給予定額：90,000円）
福祉用具購入費支給対象外　　　　　　123,445円－100,000円＝23,445円・・・②

福祉用具購入費支給申請用領収書額面　①＋②　33,445円


　







（例３）既に60,555円分の福祉用具購入を行っている利用者が、58,670円の福祉用具購入を行い、自己負担額が１割の場合
支給限度基準額内の福祉用具購入費用の額　＝100,000円－60,555円 
＝39,445円 
利用者負担額　39,445円×1／10 ＝3,944.5円
≒3,945円【１円未満の端数切り上げ】・・・①
（福祉用具購入費支給予定額：35,500円）
福祉用具購入費支給対象外　　　58,670円－39,445円＝19,225円・・・②

福祉用具購入費支給申請用領収書額面　①＋②　23,170円











（2） 領収証の記載について 
事業者は、利用者から利用者負担額の支払を受けた場合は、利用者に対し、以下の事項を記載した領収証を発行してください。 
・領収年月日　・福祉用具購入の対象となる被保険者の氏名　・利用者負担額　・事業者の名称
※領収額の内訳として、福祉用具購入費用の金額を記入してください。（介護保険対象外も含む。）
※支給限度基準額は、必ずケアマネジャーや福祉課に確認してください。

◆領収証の例
（例１）の場合領 収 証 　令和〇年○月○○日
世羅 太郎 様 
金 額
￥９，７５７－
但し、ポータブルトイレFX-CP標準タイプ
介護保険支給対象額97,567円の利用者負担額１割として 
上記の金額を領収いたしました。 

（福祉用具販売事業者名） 印 











（例２）の場合領 収 証 　令和〇年○月○○日
世羅 太郎 様 
金 額
￥３３，４４５－
但し、折りたたみシャワーベンチIN・浴槽手すり・浴槽台
123,445円のうち、介護保険支給対象自己負担額１割として10,000円、
自己負担23,445円として 上記の金額を領収いたしました。

（福祉用具販売事業者名） 印 











　　購入日と領収日が異なる場合領 収 証 　令和８年２月17日
世羅 太郎 様 
金 額
￥９，７５７－
但し、ポータブルトイレFX-CP標準タイプ
介護保険支給対象額97,567円の利用者負担額１割として 
上記の金額を領収いたしました。 （令和８年１月20日購入分）

（福祉用具販売事業者名） 印 
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